
基本方針
（計画の柱）

（1）子どもの幸せを目指し、子どもを中心とした取り組みの充実【子ども支援】
（2）子どもや若者、子育て当事者のライフステージに応じた切れ目ない支援【子ども・親支援】
（3）子育て家庭を社会全体で支え、安心して子育てできる環境づくり【親支援】
（4）当事者である子ども・若者の話を聞き、子どもにやさしい社会づくり【社会での支援】
（5）結婚、子育てに関して望む人の希望が叶えられるよう、希望の実現を阻む障壁の打破【少子化の克服】
（6）社会全体で子どもの権利を守る【子どもの権利の尊重】
（7）すべての子どもの育ちを支える環境づくり【第三期江戸川区子ども・子育て支援事業計画】

計画の方向性及び骨子について
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こども計画の方向性について

①国の子ども大綱と同様に子どもを中心とした取り組みを推進していくことを全面に出す
⇒施策体系を子どもが生まれてからのライフステージごとに表していく
②現計画「未来を支える江戸川こどもプラン」からの継続性を踏まえ、現計画で取り組みの
柱（基本方針）とした「子支援」「親支援」「地域全体での支援」の概念は継承した
うえで、新たに「こども計画」として内容を整理する
③江戸川区ならではの計画とするため、本区の特色である地域力を生かした施策を表す

目指すべき姿
子どもの最善の利益を実現する地域共生社会

資料１－２
（補足資料）

子 ど も ・ 子 育 て 応 援 会 議
令 和 ６ 年 1 2 月 1 1 日
江 戸 川 区 子 ど も 家 庭 部



巻
末

第10章 子ども・子育て支援事業計画
（保育施設等の需給量の整理）

第11章 計画実現の体制づくり
資料編 応援会議名簿、用語解説

計画の方向性及び骨子について
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江戸川区こども計画 全体像

冒
頭

第1章 計画の立ち位置（背景、位置づけ、期間、体制）
第2章 江戸川区の現状（各種アンケート結果から見えた課題等）

第3章 計画の基本的な考え方
（めざすべき姿や基本方針、施策体系等の説明）
章 大項目

（施策の方向性）
中項目

（事業分野）

計
画
本
体
（
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
ご
と
の
支
援
）

4章
妊娠期から就学前の幼
児期までの支援

4-1
安心できる出産・子育
て

4-1-1 妊娠前・妊娠・出産直
前のサポート

4-1-2 出産後の母子保健

4-1-3 家庭保育支援

4-1-4 保育環境の整備･充
実

4-2
乳幼児期の豊かな発
達

4-2-1 愛着形成期の親子支
援

4-2-2 幼児教育・保育の質
の向上

5章
就学後から18歳までの
子どもに対する支援

5-1
生きる力を育む取り組
み

5-1-1 多様な遊びや体験、
活躍できる機会づくり

5-1-2 学校を通じた様々な
学び

5-2 
すべての子どもの幸せ
な成長

5-2-1 生まれもった個性や環
境によらず健やかに成
長できる支援

6章
18歳以降の若者に対
する支援

6-1
若者が活躍できる社
会

6-1-1不安のない生活のための
若者や家族への支援

6-2 希望するライフプ
ランの実現

6-2-1結婚への支援、結婚に
伴う新生活への支援

章 大項目
（施策の方向性）

中項目
（事業分野）

計
画
本
体
（
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
よ
ら
な
い
支
援
）

7章
困難な状況にある子ども
や家庭への支援

7-1
様々な課題やニーズ
への対応

7-1-1ひとり親家庭への支援・
子どもの貧困対策

7-1-2障害児支援・医療的ケ
ア児等への支援

7-2
子育てに係る負担の
軽減

7-2-1経済的支援

8章
子どもの命・安全を守る
取組

8-1
良好な成育環境の
確保

8-1-1児童虐待防止と早期
の対応

8-1-2社会的養育体制の推
進と家庭復帰後の支援

8-2安全・安心なま
ち

8-2-1防犯防災に向けたまち
づくり

9章
子ども・若者、子育て当
事者にやさしい社会づく
り

9-1子どもや若者の
最善の利益

9-1-1 子どもの権利・意見の
尊重

9-2
子育てにやさしい社
会・環境

9-2-1 子育てしやすい生活
環境の整備

9-2-2地域全体で支える子ど
もの育ち

9-2-3共働き・共育て家庭へ
の支援

9-2-4子ども・若者、子育て当
事者に関わる人材の確
保・育成・支援


